
令和８年度田老漁港海岸ほか水門・陸閘（安全周知設備）保守点検業務委託 

特記仕様書 

 

第１条（適用範囲） 

 本仕様書は、沿岸広域振興局水産部宮古水産振興センターで発注する田老漁港海岸ほか水

門・陸閘（安全周知設備）保守点検業務委託（以下「本業務」という。）に適用するものと

する。 

 

第２条（目的） 

 本業務は、沿岸広域振興局水産部宮古水産振興センター所管の水門・陸閘における安全周

知設備について、正常な機能の維持を図ることを目的とする。 

 

第３条（業務内容） 

 本業務の業務内容は、別紙１「点検対象機器一覧」に揚げる機器について、別紙２「点検

項目・点検内容」に挙げる定期点検、清掃を、別紙３「点検記録表（安全周知設備）」によ

り実施するものとする。 

 なお、点検記録表は必要に応じて項目を削除又は追加することができるものとする。 

 また、施設毎のデータを判定基準値と比較し機器の状態を所見にとりまとめると共に、完

成図書又は過去の点検データと比較をし、現状の機器機能の変化傾向について分析・解析を

行い、報告書にとりまとめる。 

 

第４条（業務期間） 

 本業務における履行期間は令和９年３月25日までとする。 

 なお、履行期間には、作業日数・準備日数・後片付け日数のほか休業務日（土曜日・日曜

日・祝祭日・天候による休業務日・連休等）を含むものである。 

 

第５条（準拠基準） 

 本業務は、本仕様書のほか次に示す基準及び規格に準拠し実施するものとする。 

 １ 土木工事共通仕様書 岩手県 

 ２ 日本産業規格（ＪＩＳ） 

 ３ 日本電機工業会標準規格（ＪＥＭ） 

 ４ 電気規格調査会規格（ＪＥＣ） 

 ５ 電気設備に関する技術基準に定める省令（国土交通省） 

 ６ 内線規定 

 ７ 電気通信施設点検業務共通仕様書（案）（国土交通省） 

 ８ 電気通信施設点検基準（案）（国土交通省） 

 ９ その他、関係法令規則 

 

第６条（一般事項） 

 １ 業務の実施にあたり必要とする機器、器具及び消耗品は、受注者の負担とする。 

 ２ 資格等を必要とする作業は、当該資格を有するものに行わせるものとする。 

 （１）自家用発電設備専門技術者（発電機点検作業） 

 （２）その他 

 ３ 校正を必要とする各種測定器については、定期的に校正されたものを使用するものと

する。 
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第７条（業務実施計画） 

１ 受託者は点検に先立ち、業務実施計画を作成し、監督員の承認を得るものとする。 

２ 点検は原則として平日の午前８時から午後５時までの間に行うものとする。 

３ 時間外又は土曜日・日曜日・祝日に点検を行う場合は、あらかじめ監督員の承認を得

るものとする。 

４ 点検に当たっては、緊急時の水門・陸閘使用に支障のないように行うものとする。 

第８条（不測の事態への対応） 

 受託者は、点検対象機器に不具合を発見した場合は、必要な措置を講ずるほか原因究明に

協力するものとし、必要に応じて再発防止のための助言、精密検査等を実施するものとする。 

 なお、上記に係る費用については、監督員と協議のうえ、必要に応じて設計変更の対象と

する。 

第９条（安全対策） 

 受託者は、作業員に対する安全管理の教育及び必要な安全対策を講じ、点検中の事故が生

じないよう安全管理を徹底すること。 

第10条（調整および整備） 

点検の結果、異常が認められた場合には、必要に応じ調整又は整備を行うものとする。 

 なお、本項目における調整は、部品交換等を必要としない簡易な作業のものとし点検作業

に含まれるものとする。 

第11条（機械設備保守点検との調整） 

 点検の実施に当たっては、別途発注する機械設備保守点検と点検日時、点検箇所、点検内

容について調整を行ったうえで実施するものとする。 

第12条（部品交換等を含む整備） 

 点検の結果、設備の不具合等による機器の取替等を早急に実施する必要が認められた場合

は、資料を作成し監督職員と協議するものとする。修理に要する費用は、両者で協議を行い、

本業務の変更契約により措置するものとする。 

第13条（点検報告） 

 受託者は、以下の内容について点検報告書に取りまとめのうえＡ４版１部及びエクセル版

電子媒体１部を提出するものとする。 

１ 点検結果の概要 

２ 点検結果による所見 

３ 点検記録及びデータ類 

バッテリー・潤滑油・冷却水・フィルター等の交換が必要な部品は別紙３「点検記録

表（安全周知設備）」の備考欄等に交換推奨時期・型式・個数等、購入にあたって必要

な仕様を記載すること。 

４ 点検作業状況（高所作業車使用時も含む）及び不具合状況等の写真 

写真は、点検機器の場所、点検機器の全景、機器の型式・個数が分かるように撮影す

ること。 

 また、複数操作室等がある場合は撮影箇所が分かるようにすること。 

５ 整備・補修・部品交換の必要箇所とその具体的内容（概算費用を含む） 

６ その他必要と認められる事項 
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第14条【発生品及び撤去品の処分】 

発生品及び撤去品は、適正に処分するものとする。 

第15条（その他） 

１ 本仕様書に記載されていない事項が生じた場合、または本業務における疑義が生じた

場合は、監督員と協議を行うものとする。 

２ 本業務における旅費交通費について、県庁（盛岡市）を起点とし、点検場所への移動、

滞在について考慮している。 

３ 原則として旅費交通費は、設計変更の対象としない。ただし、業務内容に変更があっ

た場合はこの限りではない。 
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別紙１
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[kVA] [面] [面]

1
島の越漁港
水門

7.5 1 1 2 1 1(2) 1(2) 1(2) 5 125

2
島の越漁港
２号陸閘

5 1 1 1 1 1(2) 1(2) 1(2) 3 21.5

3
田老漁港１
号水門

10 1 1 2 1 1(2) 1(2) 7.5 80

4
田老漁港１
号陸閘

7.5 1 1 1 1 1(2) 1(2) 1(2) 5 20

5
田老漁港３
号陸閘

7.5 1 1 1 1 1(2) 1(2) 1(2) 5 20

6
山田漁港水
門

10 1 1 1 1(2) 7.5 37.5

7
山田漁港陸
閘

1(2) 1(2) 1(2)

8
大浦漁港陸
閘

10 1 1 1 1 1(2) 1(2) 1(2) 5 21.5

9
船越漁港１
号陸閘

10 1 1 1 1 1(2) 1(2) 1(2) 5 22.1

10
船越漁港３
号陸閘

10 1 1 1 1 1(2) 1(2) 1(2) 5.2 21.5

[面] [局]（台） [kVA] [kVA]

点検対象機器一覧

No 対象機器

耐
雷
ト
ラ
ン
ス

電
源
切
替
盤

分電盤 安
全
周
知
制
御
盤

放流警報局
装置

UPS 発動発電機
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別紙２

表１　水門・陸閘安全周知設備　保守点検項目表（１年点検）

外観
点検

測定
試験

動作
試験

低圧受電 引込線、引込柱、支持物等 ●
引込開閉器盤 ●
接地 ● ●
電線、ケーブル、電線管（機側操作盤一次側） ●
電線、ケーブル、電線管（機側操作盤二次側動力系統） ※
電線、ケーブル、電線管（機側操作盤二次側制御系統） ※
電線、ケーブル、電線管（無停電電源装置一次側） ●
電線、ケーブル、電線管（無停電電源装置二次側） ○
トランス（耐雷、逆Ｖ） ◎ ● ○
電源切替盤 ◎ ● ◎ ○ ○
分電盤 ◎ ◎ ○
発電機、自動起動盤、消火器 ◎ ◎ ◎ ○
無停電電源装置（ＵＰＳ） ◎ ● ○ ○
ゲート機側操作盤 ※ ※ ※ ※ ※

安全周知 安全周知制御盤 ○ ◎ ○ ○
回転灯 ○ ○
スピーカ ○ ○ ○
●：電気保安協会が実施
◎：電気保安協会と保守点検業務委託の両方で実施
○：保守点検業務委託で実施
※：機械設備で点検実施

点検項目 機　　器

分電盤

安全周知制御盤
電源切替盤
発電機
安全周知制御盤
回転灯
スピーカ

清掃 共通
※　網掛け箇所は点検対象外とする。

自動起動停止試験
機側操作（起動、停止）
点灯試験
放送試験
内部、外部、フィルタ等清掃

回転数、周波数、運転時間、排気温度
潤滑油圧、油温
冷却水圧、水温
電圧、電流
電源切替動作試験

取付状態の良否
絶縁抵抗（対地間、二次側一括）
出力電圧、負荷電圧、電流
整流器交流入力電圧、電流
バッテリー電圧、電解液比重、内部抵抗

機器名

点検内容
異音、異臭、汚損、損傷、腐食等異常の有無
端子の弛み、加熱の有無

本業務の対象

安全周知設備点検項目・点検内容

外観点検

定期点検項目
区　分 整備清掃

表２　定期点検の内容

共通

動作試験

発電機測定試験
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□ □ 数回／年 □ その他（　　　）

□ □ 月点検 □ 年点検 □ 管理運転 □ その他（　　　）

□ □ 地震 □ 津波 □ 高波 □ 高潮 □ その他（　　　 　　）

月 年

○ ○ ○ ○

○

○ ○ ○ ○

○

○

○

○ ○ ○ ○

○

○

○ ○

○ ○ ○ ○

○

○ ○

○

備考

良・否
・接続ケーブル、端子等の接続部に緩み
がないこと

・一次-対地間、二次-対地間、一次-二次
間で100MΩ以上

・機器本体の清掃

良・否

指　診 良・否

破損、変形、変色

異物、塵埃

接続部の確認

絶縁抵抗測定

機器本体の清掃

測定試験

清掃

・接続ケーブル、端子等の接続部に緩み
がないこと

清　掃

逆
Ｖ

ト
ラ
ン
ス

測定試験

清掃

・機器本体の清掃

・異常が無いこと

測　定

清　掃

良・否

良・否

絶縁抵抗測定

機器本体の清掃

測定試験

清掃

分
電
盤

絶縁抵抗測定

機器本体の清掃

接続部の確認

外観点検

目　視 良・否

目　視

耐
雷
ト
ラ
ン
ス

接続部の確認

点　検　記　録　表　（安全周知設備）

整理番号 点検区分 点検頻度

清　掃 良・否

点検結果 判定基準

目　視 良・否 ・破損、変色、発熱等がないこと

測　定 良・否

臨時点検

巡視点検

箇所名 定期点検

陸閘名称

良・否測　定

目　視 良・否

点検内容

天候・気温 点検日

良・否

巡
視

定期 臨
時

区分 点検方法点検項目

避雷素子の確認

指　診

点検者

別紙3-1

外観点検

据付状態の確認 目　視 良・否 ・異常が無いこと

外観点検
据付状態の確認

地区名

指　診
・接続ケーブル、端子等の接続部に緩み
がないこと

・一次-対地間、二次-対地間、一次-二次
間で100MΩ以上

・破損、変形、変色がないこと

・異物、塵埃がないこと

・据付時と比較して著しく低下していないこ
と

良・否 ・機器本体の清掃
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□ □ 数回／年 □ その他（　　　）

□ □ 月点検 □ 年点検 □ 管理運転 □ その他（　　　）

□ □ 地震 □ 津波 □ 高波 □ 高潮 □ その他（　　　 　　）

月 年

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○

○ ○ ○ ○

○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○

○ ○ ○ ○

○

○

○ ○

○ ○ ○ ○

○

○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○

備考

区分 点検項目 点検内容 点検方法
巡
視

箇所名 定期点検

陸閘名称 臨時点検

天候・気温 点検日

定期 臨
時

点　検　記　録　表　（安全周知設備）

整理番号 点検区分 点検頻度

点検結果

・異常が無いこと

・機器本体の清掃

・破損、変形、変色がないこと

・異常が無いこと

・機器本体の清掃

・破損、変形、変色がないこと

・異常が無いこと

・設定温度で運転、停止すること

照
明

設
備

外観点検換
気
扇

・機器本体の清掃

破損、変形、変色

点灯確認

機器本体の清掃

破損、変形、変色

・機器本体の清掃

・1年毎に交換

・異常が無いこと

・異常が無いこと

・異常が無いこと

・アラーム記録、交換推奨時期を確認

良・否

良・否

良・否

良・否

良・否

良・否

良・否

良・否

機器本体の清掃

塩害用フィルタ

故障、状態表示の確認

運転環境の確認

内部の確認

使用状態の確認

ファン動作の確認

機器本体の清掃

Ｕ
Ｐ
Ｓ

清掃

整備

清掃

動作確認

自動制御確認

清掃

清掃 機器本体の清掃

外観点検

外観点検

・異常が無いこと故障、状態表示の確認

外観点検

無
停
電
電
源
装
置 蓄電池の確認 ・異常が無いこと

地区名

別紙3-2

・運転時間及びアラーム記録を確認

目　視

目　視 良・否

目　視

清　掃

目　視

目　視

目　視

清　掃

目　視

目　視

清　掃

清　掃

交　換

目　視

目　視

目　視

良・否

目　視

良・否

良・否

良・否

良・否

良・否

良・否

良・否

内部の確認

使用状態の確認

・異常が無いこと

目　視 良・否

・異常が無いこと運転環境の確認

判定基準

巡視点検

点検者

目　視 良・否

目　視 良・否
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□ □ 数回／年 □ その他（　　　）

□ □ 月点検 □ 年点検 □ 管理運転 □ その他（　　　）

□ □ 地震 □ 津波 □ 高波 □ 高潮 □ その他（　　　 　　）

月 年

○ ○ ○ ○

○

○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○

○

○

○

○

○ ○

○ ○ ○ ○

○

○

○ ○ ○ ○

○ ○

○

○

○ ○

○ ○ ○ ○

○

○

○

備考

区分

天候・気温 点検日

清掃 機器本体の清掃 清　掃 良・否

良・否 ・機器本体の清掃

動作試験
音達確認 動作確認 良・否

・据付時と比較して著しく低下していないこ
と

・機器本体の清掃

安
全
周
知

看
板

ス
ピ
ー

カ

外観点検

接続部の確認 指　診 良・否
・接続ケーブル、端子等の接続部に緩み
がないこと

据付状態の確認 目　視 良・否 ・異常が無いこと

放送試験 動作確認 良・否 ・正常に動作すること

清掃 機器本体の清掃 清　掃

外観点検
据付状態の確認 目　視 良・否 ・異常が無いこと

・破損、変形、変色がないこと

安
全
周
知
制
御
盤

接続部の確認 指　診 良・否
・接続ケーブル、端子等の接続部に緩み
がないこと

据付状態の確認 目　視 良・否 ・異常が無いこと

外観点検

動作試験

清掃

点灯試験 動作確認 良・否 ・正常に動作すること

回
転
灯

外観点検

測定試験

動作試験

破損、変形、変色

点検項目 点検内容 点検方法
巡
視

・接続ケーブル、端子等の接続部に緩み
がないこと

絶縁抵抗測定

機側操作

故障表示動作

清掃

表示部の確認

電圧、電流測定

接続部の確認

・据付時と比較して著しく低下していないこ
と

・据付時と比較して著しく低下していないこ
と

・異常が無いこと

良・否

良・否

良・否

良・否

箇所名 定期点検

陸閘名称 臨時点検

点検者

機器本体の清掃 清　掃 良・否 ・機器本体の清掃

定期 臨
時

点検結果 判定基準

良・否機器本体の清掃

測　定

動作確認

動作確認

清　掃

据付状態の確認

・異常が無いこと目　視

測　定

指　診

目　視

・正常に動作すること

・故障表示試験を行い、正常であること

・機器本体の清掃

別紙3-3

破損、変形、変色 目　視 良・否 ・破損、変形、変色がないこと

破損、変形、変色 ・破損、変形、変色がないこと目　視 良・否

良・否

良・否

良・否

点　検　記　録　表　（安全周知設備）

整理番号 点検区分 点検頻度

地区名 巡視点検

目　視 良・否
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□ □ 数回／年 □ その他（　　　）

□ □ 月点検 □ 年点検 □ 管理運転 □ その他（　　　）

□ □ 地震 □ 津波 □ 高波 □ 高潮 □ その他（　　　 　　）

月 年

○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○

○ ○

○

○

備考

箇所名

点検日

破損、変形、変色

点検項目 点検内容 点検方法
巡
視

定期 臨
時

点検結果

ロ
ー

ド
ヒ
ー

テ
ィ
ン
グ

異物、塵埃 目　視 良・否 ・異物、塵埃がないこと
外観点検

接続部の確認 指　診 良・否
・接続ケーブル、端子等の接続部に緩み
がないこと

表示部の確認 目　視 良・否 ・異常が無いこと

測定試験 絶縁抵抗測定 測　定 良・否
・据付時と比較して著しく低下していないこ
と

動作試験 漏電遮断器動作試験 動作確認 良・否 ・正常に動作すること

清掃 機器本体の清掃 清　掃 良・否 ・機器本体の清掃

目　視 良・否 ・破損、変形、変色がないこと

点　検　記　録　表　（安全周知設備）

整理番号 点検区分 点検頻度

地区名 巡視点検

点検者

区分

陸閘名称 臨時点検

判定基準

天候・気温

定期点検

別紙3-4
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□ □ 数回／年 □ その他（ 　）

□ □ 月点検 □ 年点検 □ 管理運転 □ その他（ 　）

□ □ 地震 □ 津波 □ 高波 □ 高潮 □ その他（ ）

月 年

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○

○

○ ○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○ ○ ○

○

○

○ ○ ○ ○

○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○

備考

・据付時と比較して著しく変化していないこ
と

点検方法
巡
視

区分

点検区分 点検頻度

定期 臨
時

点検結果 判定基準

外観点検消
火
器

清掃 機器本体の清掃 清　掃 良・否

潤滑油圧、油温 測　定 良・否

冷却水温 測　定 良・否

回転数 測　定 良・否

清掃

動作試験

燃
料
タ
ン
ク

陸閘名称 臨時点検

天候・気温 点検日 点検者

地区名 巡視点検

箇所名

油量計の確認 目　視 良・否 ・正常に動作すること

清掃 機器本体の清掃 清　掃 良・否 ・機器本体の清掃

接続部の確認 指　診 良・否 ・配管の接続部に緩みがないこと

漏油の確認 目　視 良・否 ・漏油がないこと
外観点検

・据付時と比較して著しく変化していないこ
と

破損、変形、変色 目　視 良・否 ・破損、変形、変色がないこと

破損、変形、変色 目　視 良・否 ・破損、変形、変色がないこと

使用状態の確認 目　視 良・否 ・交換時期の確認

・機器本体の清掃

機器本体の清掃 清　掃 良・否 ・機器本体の清掃

・据付時と比較して著しく変化していないこ
と

絶縁抵抗 測　定 良・否
・据付時と比較して著しく変化していないこ
と

自動起動停止試験

・据付時と比較して著しく変化していないこ
と

周波数 測　定

外観点検

測定試験

点検項目 点検内容

良・否
・据付時と比較して著しく変化していないこ
と

出力電圧 測　定 良・否
・据付時と比較して著しく変化していないこ
と

バッテリー電圧 測　定 良・否
・据付時と比較して著しく変化していないこ
と

ファンベルト 指　診 良・否 ・装置毎の正常範囲であること

運転時間 測　定 良・否

動作確認 良・否 ・正常に動作すること

漏油、漏水の確認 目　視 良・否 ・漏油、漏水がないこと

破損、変形、変色 目　視 良・否 ・破損、変形、変色がないこと

異物、塵埃 目　視 良・否 ・異物、塵埃がないこと

定期点検

点　検　記　録　表　（安全周知設備）

接続部の確認 指　診 良・否
・接続ケーブル、端子等の接続部に緩み
がないこと

整理番号

別紙3-5

発
電
機

※この他の点検項目はメーカーのチェックリストによる。
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